
埼玉県休廃止鉱山鉱害防止処理費補助金交付要綱 
 （趣 旨） 
第１条 知事は、予算の定めるところにより、国の休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（休廃止 

 鉱山鉱害防止工事費）交付要綱第２２条第１項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため、  

坑廃水処理を行う者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、埼玉県補助金 

等の交付手続に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「 規則 」という。）に定 

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （坑廃水処理補助対象経費及び補助金の額） 
第２条 前条の補助金の交付の対象となる経費（以下「坑廃水処理補助対象経費」という。）及   

び補助金の額は、次のとおりとする。 
  (1) 坑廃水処理補助対象経費は、当該年度の坑廃水の処理（坑廃水の集水及び処理）に要する   

経費とする。 
  (2) 補助金の額は、坑廃水処理補助対象経費の４分の１を限度とし、かつ、補助金の額と国が   

交付する当該坑廃水処理補助対象経費に係る補助金の額との比を１対３とするものとする。 

 （暴力団排除に関する誓約） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について

補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意した

ものとする。 

  （交付の申請） 
第４条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の７月３１日までに、様式１の補助金交 

 付申請書を知事に提出しなければならない。 
  （添付書類） 
第５条 規則第４条第２項第５号の規定による添付書類は、次のとおりとする。 
 (1) 様式２の処理計画書 
 (2) 様式３の処理費明細書 
２ 規則第４条第２項第３号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。 
 （交付の決定） 
第６条 知事は、規則第５条の規定により、補助金の交付の決定をするときは、国の休廃止鉱山 

 鉱害防止等工事費補助金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）交付決定通知書の写しに依拠して行う 

 ものとする。 
  （交付決定の通知） 
第７条 規則第７条による通知は、様式４の補助金交付決定通知書により行うものとする。 
２ 知事は、前項の補助金交付決定通知書の写しを関東東北産業保安監督部長に送付するものと 

 する。 
 （交付の条件等） 
第８条 規則第６条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。 



  (1)  坑廃水処理補助事業に要する経費の配分又は坑廃水処理補助事業の内容を変更する場合は、    
 様式５の計画変更承認申請書を知事に提出し、知事の承認を受けること。ただし、費用費目 

間の流用で流用の経費の額が流用先の経費の額の一割以内となるものについては、この限り   

でない。 
  (2) 坑廃水処理補助事業を９０日以上中止し、又は廃止する場合においては、様式５の計画変   

更承認申請書を知事に提出し、知事の承認を受けること。 

  (3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定のあっ   

た日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 
  （計画承認の変更等） 
第９条 知事は、前条第１号及び第２号の承認をするときは、国の計画変更承認通知書の写しに 

 依拠して行うものとする。 
２ 知事は、前条第１号及び第２号の承認をしたときには、様式６の計画変更承認通知書を坑廃 

 水処理補助事業者に通知するとともに、通知書の写しを関東東北産業保安監督部長に送付する 

 ものとする。 
 （申請書の取下げ） 
第１０条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受 

 領した日から１５日以内とする。 
２ 規則第８条の規定による申請の取下げは、様式７の補助金交付申請取下届によるものとする。 
 （着手又は再開の届出） 
第１１条 坑廃水処理補助事業者は、次の各号に掲げる場合においては、知事に遅滞なく様式８ 

 の処理着手又は再開届を提出しなければならない。 
  (1) 第５条の交付決定に基づき坑廃水処理補助事業に着手したとき。 

(2) 第７条の承認を受けて中止した坑廃水処理補助事業を再開したとき。 
 （状況報告） 
第１２条 坑廃水処理補助事業者は、毎月の坑廃水の処理状況を、翌月の末日までに知事に報告 

 するものとする。 
  （実績報告） 
第１３条 規則第１３条の規定による実績報告は、様式９の実績報告書に様式１０の処理報告書 

 及び様式１１の処理費決算書を添付して、事業の完了した日若しくは廃止の承認を受けた日か 

 ら起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の３月末日のいずれか早い 

 期日までにしなければならない。 
  （補助金の額の確定） 
第１４条 知事は、規則第１４条の規定により、補助金の額を確定するときは、国の休廃止鉱山 

 鉱害防止等工事費補助金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）の確定通知書の写しに依拠して行うも 

 のとする。 
 （確定の通知） 



第１５条 規則第１４条の規定による確定の通知は、様式１２の確定通知書により行うものとす 

 る。 
２ 知事は、前項の確定通知書の写しを関東東北産業保安監督部長に送付するものとする。 
 （支払請求） 
第１６条 坑廃水処理補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金の額の確定 

 通知を受けた後において、様式１３の精算払請求書を知事に提出しなければならない。 
２ 坑廃水処理補助事業者は、坑廃水処理事業の完了前に、これに必要な経費の一部の支払を受 

 けようとするときは、様式１４の概算払請求書を知事に提出しなければならない。 
 （立入検査等） 
第１７条 知事は、規則第２０条の規定により、必要があるときは、坑廃水処理施設に立ち入り、   
処理状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対して質問をすることができ 

る。 
２ 知事は、前項の立入検査の結果、坑廃水処理補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれ 

 に附した条件に従って当該事業を遂行していないと認めるときは、坑廃水処理補助事業者に対 

 し、これらに従って、坑廃水処理を行うべきことを命ずることができる。 
 （決定の取消し等） 
第１８条 知事は、規則第１６条の規定により、坑廃水処理補助事業者が次の各号の一に該当す 

 るときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。 
  (1) 補助金の交付の決定又は変更の承認に際して附した条件に違反したとき。 
    (2) 第１１条、第１２条若しくは第１３条の規定又は前条第２項の命令に違反したとき。 
    (3) 補助金をその交付の対象となっている用途以外に使用したとき。 
 （補助金の返還） 
第１９条 知事は、規則第１７条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、  

すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。 
  （雑 則） 
第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関する事務は、国の「休廃止鉱山鉱害防止等 

 工事費補助金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）交付要綱」及び「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補 

 助金（休廃止鉱山鉱害防止工事費）交付要綱施行細則」に準じて行うものとする。 
   附 則 
１ この要綱は、昭和５７年２月２０日から施行し、昭和５６年７月１日以降着手した事業につ 

 いて適用する。 
２ 昭和５６年度における補助金の交付申請の提出期限については、第３条の規定にかかわらず 
 昭和５７年２月２８日とする。 

   附 則（昭和６１年６月１日改正） 
  この要綱は、昭和６１年６月１日から施行し、昭和６１年４月１日から適用する。 
   附 則（昭和６２年４月１日改正） 



  この要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。 
       附 則（平成９年１０月１日改正） 
  この要綱は、平成９年１０月１日から施行する。 
     附 則（平成１３年１月６日改正） 
 この要綱は、平成１３年１月６日から施行する。 
     附 則（平成１４年７月１０日改正） 
 この要綱は、平成１４年７月１０日から施行する。 
     附 則（平成１５年７月２５日改正） 
 この要綱は、平成１５年７月２５日から施行する。 
     附 則（平成１７年４月１日改正） 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２１年９月７日改正） 

 この要綱は、平成２１年９月７日から施行する。 
  附 則（令和３年４月１日改正） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
  附 則（令和５年３月３０日改正） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙  

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後

においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの

誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

  

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成 23 年

埼玉県条例第 39 号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人

等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事

等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第

２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関

係を有しているとき。 

（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下「委託契

約等」という。）を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）までのいずれかに該当する

ことを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに該当する第

三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法人等に対して

当該委託契約等の解除を求め、法人等がこれに従わなかったと認められるとき。 

 

   所 在 地：                                            

 

      事 業 者 名：                                            

 

      代表者職・氏名：                                           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



様 式 １ （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

                                                年   月   日  

 

 

 埼 玉 県 知 事           様  

 

 
                             坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                              
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                 

 

 

令 和  年 度 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 交 付 申 請 書  

 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 の 補 助 金 と し て 金         円 の  

交 付 を 受 け た い の で 、 処 理 計 画 書 及 び 処 理 明 細 書 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

 

記  

１  坑 廃 水 処 理 費 補 助 対 象 鉱 山 の 名 称 及 び 鉱 種 名  

 

２  処 理 施 設 の 所 在  

 

３  鉱 害 の 状 況  
 

 (1) 処 理 を 必 要 と す る 理 由  

 

 (2)  予 想 さ れ る 鉱 害 の 種 類 及 び 規 模  

 

４  処 理 計 画 の 概 要    

 

 

 

 



 

５  処 理 に よ る 効 果  

 

 

 

６  処 理 期 間  

  令 和   年   月   日 か ら 令 和   月   日 ま で  
 

７  坑 廃 水 処 理 事 業 の 経 費 の 内 訳  

 

 

 

 

８  添 付 資 料  
 

 (1) 鉱 害 の 状 況 を 説 明 す る 資 料  
 

  イ  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 鉱 山 の 位 置 を 示 す 図 面  
 

  ロ  水 質 の 分 析 値 等 に 関 す る 資 料  
 

  ハ  処 理 箇 所 と そ の 下 流 に お い て 鉱 害 を 発 生 す る お そ れ の あ る 物 件 の  

   関 係 を 示 す 図 面  
 

 (2) 坑 廃 水 処 理 補 助 金 対 象 経 費 を 算 出 す る 基 礎 と し た 資 料   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 ２ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

 

処   理   計   画   書  

 

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 鉱 山 の 名 称  

２  坑 廃 水 流 出 の 状 況  

 (1)  処 理 す べ き 排 出 口 等 の 鉱 山 施 設 名  

 (2) 処 理 す べ き 坑 廃 水 の 量 及 び 水 質  

３  処 理 内 容  

 (1) 坑 廃 水 の 処 理 の 方 法 及 び 系 統  

  イ  施 設 の 種 類 、 数 及 び 最 大 能 力  

  ロ  処 理 に よ り 沈 で ん 物 を 生 ず る と き は 、 そ の 量 及 び 処 理 方 法  

 (2) 処 理 に 要 す る 薬 剤 の 種 類 及 び そ の 投 入 法  

 (3) 処 理 に 要 す る 人 員  

 (4) 処 理 後 の 目 標 水 質 及 び 緊 急 時 の 対 策 等  

４  処 理 の 実 施 に お け る 管 理 体 制  

 (1) 処 理 事 業 の 実 施 に お け る 安 全 面 及 び 環 境 面 の 管 理 体 制 及 び そ の 内 容  

 (2) 処 理 水 の 水 質 管 理 方 法  

５  添 付 書 類  

 (1) 坑 廃 水 処 理 系 統 図 （ 関 係 河 川 名 も 明 示 す る こ と ）  

 (2) 処 理 施 設 図 （ 平 面 図 、 断 面 図 ）  

 (3) 処 理 施 設 の 位 置 図    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 ３ （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

処   理   費   明   細   書  

 

１  総 括 表                                  （      鉱 山 分 ）  
 

 
費   用  

 
費 用 の 細 目  

坑 廃 水 処 理  
 

経    費  

坑 廃 水 処  
理 補 助 対  
象  経  費  

 
補 助 金 額  

 
算 定 基 礎  

 
備  考  

  

 

 

 

 

小    計  

     

  

 

 

 

  

小   計  

     

       

       

       

       

 合  計        

 

  （ 注 ） １  必 要 な 場 合 は 代 価 表 及 び 計 算 書 を 添 付 す る こ と 。  

        ２  備 考 欄 に 費 用 の 細 目 ご と に 直 営 、 請 負 の 別 を 記 載 す る こ と 。  

    ３  同 一 項 目 で 直 営 、請 負 両 方 に 係 る も の は 、そ の 両 方 を 併 記 の こ と 。  

 



２  費 用 別 内 訳 表 （ 処 理 費 内 訳 表 ）  
 
           
  費 用   工 種   種 別   細 別   単 位   数 量   単 価   金 額   摘 要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

計          

 



様 式 ４ （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

                                             第        号  

                                            年   月   日  

 

 

            様  

 

 
                                                       

                                 埼 玉 県 知 事      

 

 

 

令 和  年 度 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

  令 和  年   月   日 付 け を も っ て 申 請 の あ っ た ○ ○ ○ 鉱 山 に 係 る 休 廃

止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 に つ い て は 、埼 玉 県 補 助 金 等 の 交 付 手 続 等 に 関

す る 規 則（ 昭 和 ４ ０ 年 埼 玉 県 規 則 第 １ ５ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）第 ６ 条

第 １ 項 及 び 埼 玉 県 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 交 付 要 綱（ 以 下「 交 付 要

綱 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 交 付 す る こ と に 決 定 し た の で 、

規 則 第 ７ 条 及 び 交 付 要 綱 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

              記  

 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 は 、令 和  年   月   日 付 け を も っ て 申

請 の あ っ た ○ ○ ○ 鉱 山 に 係 る も の で あ っ て 、 そ の 内 容 は 次 の と お り で あ る 。 

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 金 の 額 は 、次 の と お り で あ る 。   

 た だ し 、坑 廃 水 処 理 事 業 の 内 容 が 変 更 さ れ た 場 合 に お い て 、坑 廃 水 処 理 補

助 対 象 経 費 又 は 補 助 金 の 額 に 変 更 が 生 じ た と き は 、別 に 通 知 す る と こ ろ に よ

る 。             

 

 

 
 



  坑廃水処 理経費    

 坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 経  
 費  

 

 補助金額   
    
 

 
２  経 費 の 内 訳  
  

 
 費   目  

 
 坑 廃 水 処 理 経 費  

 坑 廃 水 処 理       
 
 補 助 対 象 経 費  

 
 補 助 金 額  

 

    

 合   計     

 

 

３  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 坑 廃 水 処 理 事 業 者 は 、 規 則 そ の 他 の 法 令 並 び  

に「 埼 玉 県 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 交 付 要 綱 」及 び「 埼 玉 県 休 廃 止

鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 づ く 検 査 等 に つ い て の 基 本 方 針 」に

従 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

４  補 助 金 の 交 付 を 受 け た 坑 廃 水 処 理 事 業 者 は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、

当 該 処 理 に 関 し 、 埼 玉 県 知 事 が 指 示 し た 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

 

 

 



様 式 ５ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

 

                                                   年   月   日  

 

 埼 玉 県 知 事         様  

 

 
                             坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                             
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                 

                                        

 

令 和   年 度 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 の 計 画 変 更 承 認 申 請 書  

 令 和   年   月   日 付 け 第     号 を も っ て 補 助 金 の 交 付 決 定 の

通 知 を 受 け ま し た 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 に つ い て 下 記 の と お り 内 容 を 変

更 し た い の で 、変 更 部 分 に 係 る 処 理 計 画 書 、処 理 費 明 細 書 及 び 変 更 に 伴 う 処

理 対 照 表 を 添 え て 申 請 し ま す 。  

                                記  

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 鉱 山 の 名 称  

 

２  処 理 施 設 の 所 在 地  

 

３  処 理 を 変 更 し よ う と す る 理 由  

 

４  変 更 処 理 の 内 容  

 

５  処 理 変 更 年 月 日  

 

 

 

 

 

 



変  更  に  伴  う  処  理  費  対  照  表  

１  総 括 表                                                     
 
  

 
費  用  

 
 
 費用の細目  

変 更 前            変 更 後             

 坑廃水処  
 
 理 経 費
   

 坑廃水処  
 理補助対  
 象 経 費    
    

 
補助金額  

坑廃水処  
 
 理 経 費    
   

 坑廃水処  
 理補助対  
 象 経 費    
  

 
補助金額  

        

   

 

 

 

 小    計  

       

  

 

 

 

 

 小   計  

      

        

        

        

        

 合  計         

 

  （ 注 ） １  処 理 対 照 表 に は 様 式 ３ の 費 用 別 内 訳 表 を 添 付 す る こ と 。  

        ２   必 要 な 場 合 は 代 価 表 及 び 計 算 書 を 添 付 す る こ と 。  

    ３  備 考 欄 に 費 用 の 細 目 ご と に 直 営 、 請 負 の 別 を 記 載 す る こ と 。  

    ４  同 一 項 目 で 直 営 、請 負 両 方 に 係 る も の は 、そ の 両 方 を 併 記 の こ と 。  



様 式 ６ （ 第 ９ 条 関 係 ）  

                                                   第           号  

                                                   年   月   日  

   

            様  

 

 

                               埼 玉 県 知 事     

                                        

 

 

令 和   年 度 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 の 計 画 変 更 承 認 通 知 書  

 令 和   年   月   日 付 け 第     号 を も っ て 申 請 の あ っ た ○ ○ ○

 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 の 計 画 変 更 承 認 申 請 に つ い て は 、下 記 の と お り 承 認 し た

の で 、 交 付 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

記  

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 経 費 及 び 補 助 金 額  
 
  坑 廃 水 処 理 経 費              

 坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 経 費   

 補 助 金 額             

 

２  経 費 の 内 訳  

 
 費    目   坑 廃 水 処 理 経 費    坑 廃 水 処 理 補  

  助 対 象 経 費  
  補 助 金 額   

    

  合    計     
 



様 式 ７ （ 第 １ ０ 条 関 係 ）  

 

                                                   年   月   日  

 

 

 埼 玉 県 知 事          様  

 

 
                             坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                              
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                 

                                        

 

    令 和   年 度 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 交 付 申 請 取 下 届  

 令 和   年   月   日 付 け 第     号 を も っ て 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止

処 理 費 の 補 助 金 交 付 決 定 の 通 知 を 受 け ま し た が 、当 該 決 定 の 通 知 に 係 る 補 助

金 の 交 付 申 請 は 、 下 記 に よ り 取 り 下 げ ま す 。  

                                記  

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 鉱 山 の 名 称  

 

２  処 理 施 設 の 所 在 地  

 

３  取 り 下 げ の 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 ８ （ 第 １ １ 条 関 係 ）  

 

                                                   年   月   日  

 

 埼 玉 県 知 事          様  

 

 

 
                             坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                              
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                 

                                        
 
                                   着  手  
             休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 （     ） 届  
                                    再  開  
                                 通  知  
 令 和   年   月   日 付 け 第    号 を も っ て （     ） の あ っ た  
                         承  認    
                                      着  手  
休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 を 下 記 の と お り（     ）し た の で お 届 け し ま す 。  
                                      再  開  

                                記  

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 鉱 山 の 名 称  

 

２  処 理 施 設 の 所 在 地  

 

３  再 開 に い た る ま で の 経 緯 （ 中 止 又 は 延 期 の 場 合 記 載 ）  

 

４  処 理 着 手 （ 再 開 ） 年 月 日  

 

 

 

 

 

 

 



 

様 式 ９ （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

                                                   年   月   日  

 

 埼 玉 県 知 事          様  

 

 
                             坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                         
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                 

                                        

 

                休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 実 績 報 告 書  

 令 和   年   月   日 を も っ て 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 が 完 了 し た の

で 、休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 報 告 書 及 び 処 理 費 決 算 書 を 添 え て お 届 け し ま す 。 

                                記  

１  坑 廃 水 処 理 補 助 対 象 鉱 山 の 名 称  
 

２  処 理 施 設 の 所 在 地  
 

３  処 理 の 着 手 及 び 完 了 年 月 日  
 

４  処 理 の 概 要  
 

５  処 理 費 決 算 額  
 

 費    用  予  算  額  決  算  額  備    考   

    

  合    計     
 



様 式 １ ０ （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

 

 

処   理   報   告   書  

 

１  処 理 の 方 法 及 び 系 統  

 (1)  施 設 の 種 類 、 数 及 び 最 大 能 力  

 (2) 処 理 に よ り 沈 で ん 物 が 生 じ た 時 は そ の 量 及 び 処 理 方 法  

２  処 理 に 要 し た 薬 剤 の 種 類 及 び そ の 投 入 量  

３  処 理 に 要 し た 延 べ 人 員  

４  処 理 後 に お け る 目 標 水 質 の 達 成 率 及 び 緊 急 時 に と っ た 措 置 等  

 

 

 (注 ) い ず れ の 場 合 に も 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る こ と 。   

 １  坑 廃 水 処 理 系 統 図 （ 関 係 河 川 名 も 明 示 す る こ と ）  

 ２  処 理 施 設 図 （ 平 面 図 、 断 面 図 ）  

  ３  処 理 施 設 の 位 置 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 １ １ （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

 

○   ○   ○   鉱   山  に  係  る  処  理  決  算  書  

 

１  総 括 表                                                     
 
                事  項  
 区  
 分    費  用  

 坑廃水処理  
      
 経    費  

坑廃水処理  
 補 助 対 象

 経    費  

    

実支出額  
 

確定見込額 
  
備  考   

 

       

  

 

 支 

 

 

 

 

 

 出 

       

      

      

      

      

      

          計       

 

 収  

 

 

 

 入 

 国 庫 補 助 金                

 地 方 公 共 団 体 補 助 金                

 坑 廃 水 処 理 事 業 者 負 担       

 計       

 

 



様 式 １ ２ （ 第 １ ５ 条 関 係 ）  

                                                   第           号  

                                                   年   月   日  

 

            様  

 

 

                               埼 玉 県 知 事        

                                        

 

            休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 の 確 定 通 知 書  

 令 和   年   月   日 付 け 第      号 を も っ て 交 付 の 決 定 を し た

令 和   年 度 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 に つ い て 、○ ○ ○ 鉱 山 に 係  

る 処 理 実 績 報 告 書 及 び 処 理 費 決 算 書 の 審 査 並 び に 現 地 調 査 を 行 っ た 結 果 、交

付 す べ き 補 助 金 の 額 を 金         円 と 確 定 し た の で 、交 付 要 綱 第 １

５ 条 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 １ ３ （ 第 １ ６ 条 関 係 ）  

 

                                                   年   月   日  

 

 埼 玉 県 知 事          様  

 

 
                   坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                             
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                

    

                                        

 

○ ○ ○ 鉱 山 に 係 る 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費  

           補 助 金 精 算 払 請 求 書  

 令 和   年   月   日 付 け 第     号 を も っ て 補 助 金 の 確 定 を 受 け

た 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 の 精 算 払 い を 受 け た い の で 、下 記 の と お

り 請 求 し ま す 。  

                                記  
 
   補 助 金 確 定 額    概 算 払 受 領 額    精 算 払 受 領 額    備    考   

    

 

 

 



様 式 １ ４ （ 第 １ ６ 条 関 係 ）  

                                             

                                                  年   月   日  

 

 埼 玉 県 知 事          様  

 

 
                   坑 廃 水 処 理 事 業 者 の 名 称  
                                                             
                             及 び そ の 代 表 者 の 氏 名                

   

                                        

 

          ○ ○ ○ 鉱 山 に 係 る 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費  

      補 助 金 概 算 払 請 求 書  

 令 和   年   月   日 付 け 第     号 を も っ て 補 助 金 の 交 付 決 定 通

知 を 受 け た 休 廃 止 鉱 山 鉱 害 防 止 処 理 費 補 助 金 の 概 算 払 い を 受 け た い の で 、下

記 の と お り 請 求 し ま す 。  

                                記  

１  請 求 金 額   
 
   

補 助 金 交 付 決 定 額     概 算 払 請 求 書      備      考  

  

 

 

 

 (交 付 決 定 額 ×  ％ )  

 進 捗 率             ％  

 

 既 受 取 額           円  

 

 差 引 受 取 額         円  

 

２  概 算 払 を 必 要 と す る 理 由  

 

 


